
見附市では、地場産の園芸作物の生産振興を図るため、

野菜、果樹、花き等の作付拡大や新規の栽培活動に取り

組む生産者の皆さんを支援していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 がんばる 
生産者の 
皆様へ！ 

  

見附市からのお知らせ 

 

【申請期限】 

令和８年５月２２日(金)まで募集 

 
【採択・交付決定】 

申請内容を審査のうえ、採択・不採択を決定し、申請者へ通知します。 

予算額に達し次第募集終了となりますので、あらかじめご了承ください。 

◆ お問い合わせ・申請手続きについて ◆ 
 
申請には、計画書や見積書など所定様式による書類や添付資料等の

提出が必要となります。まずは、下記担当までお問合せください。 

■見附市役所 ２階 農林創生課 農政振興係 
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【事業内容】 

（１）園芸用機械等導入事業 

（２）栽培労働力確保支援事業 

（３）耐雪型ハウス等導入事業 

（４）農産物庭先集荷事業 

（５）にら産地育成事業 

（６）６次産業化支援事業 

詳しくは、別表１をご覧ください。 

 


